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本書を利用するにあたって 

 

 この冊子は、日本倉庫協会が作成した「事業継続計画書（ＢＣＰ）作成のて

びき-大規模自然災害に備えるために-」の第一章「全社レベルの事業継続計画

（ＢＣＰ）を作成する」を参考に、仮定の諸条件（次ページ）のもと、中堅倉

庫会社「ＡＢＣ倉庫株式会社」を設定し、作成した全社レベルの事業継続計画

書のモデルです。 

 実際の事業継続計画書がどのようなものかをイメージしていただくため作成

したものであり、事業者の皆様の事業継続計画書の策定にお役立て頂ければ幸

いです。 

 

本書の構成 

○モデル企業の諸条件 

○事業継続計画書（ＢＣＰ）モデル 本文 

○別紙 

１ 従業員情報 

２ 営業所・協力事業者情報 

３ 重要顧客情報 

４ 主要関係先情報 

５ 施設・設備の被害状況チェックリスト 

６ 備品の被害状況チェックリスト 

７ 作業用資器材の被害状況チェックリスト 

８ 車両・荷役機器の被害状況チェックリスト 

９ エネルギー(電力・燃料)の確保可能性チェッ

クリスト 

10 ＩＴツールの被害状況チェックリスト 

11 通信・連絡手段の利用可能性チェックリスト 

12 従業員携帯カード 

13 周辺ＳＳ情報 

○付属資料  

１ 震度に関する被害想定 

２ 津波に関する被害想定 

３ 液状化に関する被害想定 

 

４ 東京都におけるライフライン復旧期間に関す

る想定 

５ 浸水に関する被害想定 

６ 備蓄数量算出基準 

＊日本倉庫協会ホームページ http://www.nissokyo.or.jp/よりダウンロード可 

  

○注意事項１ リスク想定 

 政府、自治体等が発表している災害リスク想定は、東日本大震災発生後に修正作業が行

われているところであり、まだ中間報告の段階の場合もある。そのため、本モデルでは新

旧の被害想定を組み合わせた架空の被害想定を用いた。 
○注意事項２  

 モデル本文中の「解説」では、モデルの記載内容の背景・趣旨等について説明した。



 

○モデル企業の諸条件 

 

Ⅰ．会社名 ＡＢＣ倉庫株式会社 ABC LOGISTICS CORPORATION 

 

Ⅱ．会社概要 

①資本金 5,000 万円 

②従業員 78 名 

③事業所 本社と営業所２箇所（南砂営業所・羽生営業所） 

④実施事業 

 倉庫業（羽生営業所ではトランクルームも実施）、貨物自動車運送業 

 貨物自動車利用運送業 

⑤所属団体  東京倉庫協会、埼玉県倉庫協会、東京都トラック協会 

 

Ⅲ．各事業所の詳細 

１．本社 

①所在地 

東京都江東区南砂○丁目○番○号 

②建物仕様 

鉄筋コンクリート４階建てビルの３階・４階を使用 延べ床面積○○○㎡ 

③組織・人員構成 

１）総計：18 名 

２）内訳  

・役員：社長及び常務の２名 

・総務部（部長１名、課長１名、部員２名の計４名） 

・情報システム部（部長１名、課長１名、部員２名の計４名） 

・営業部（部長１名、課長１名、部員２名の計４名） 

・経理部（部長１名、課長１名、部員２名の計４名） 

 

２．南砂営業所（本社に併設） 

①所在地 

 東京都江東区南砂○丁目○番○号 

②建物仕様 鉄筋コンクリート造り３階建て（昭和 55 年竣工・自社物件） 

・１階当り 1,500 ㎡、延床 4,500 ㎡ 

・荷物用エレベータ２基（積載荷重５トン） 

・１階は高床接車バース、ホーム下にフォークリフト荷役を行うスペース有 

・併設している本社ビルの１階と２階を営業所の事務所として使用（○○㎡） 

③業務内容  

・輸入食料品（チーズ・バター等の定温貨物有り）・飲料（ワイン等の定温貨物有り）

の保管・入出庫・配送 

・メイン顧客はＡ輸入商社、Ｂ食品（問屋） 

④設備・機器等 

・１階部分は入出庫貨物の荷捌き、パレット保管が中心を実施 

・２階 500 ㎡が定温スペース（12℃～15℃） 

・３階部分は、棚保管、ピッキング、包装等を実施 

⑤車両・荷役機器 

・トラック５台（保冷２トン箱車１台、普通２トン箱車３台、普通４トン箱車１台） 

・固定傭車５台（保冷２トン箱車３台、普通２トン箱車２台） 



 

・連絡用乗用車１台 

・フォークリフト７台（バッテリー式５台、ディーゼル２台） 

⑥組織・人員構成 

１）総計：35 名 

２）内訳 

・事務員（正社員）：10 名（所長１名、所長代理１名、課長１名、係長２名、 

事務員５名） 

・トラックドライバー（正社員）：７名 

・フォークリフトオペレータ（正社員）：８名 

・荷捌き（ピッキング･梱包等）要員（正社員）：10 名 

 

３．羽生営業所 

①所在地 

  埼玉県羽生市○町○丁目○番○号 

②建物仕様 

・鉄筋コンクリート２階建て（平成 12 年竣工 自社物件） 

・１階当り 1,500 ㎡、延床 3,000 ㎡ 

・貨物用エレベータ１基（積載荷重３トン）、垂直搬送機１基（積載荷重１トン） 

・２階建て事務所を併設 

③業務内容 

１）一般雑貨の保管・入出庫・配送 

・メイン顧客はＣ商店（問屋）、Ｄ商店（問屋） 

２）トランクルーム事業（文書・磁気テープの保管・入出庫・配送） 

・メイン顧客はＥ銀行、Ｆ銀行 

④設備・機器等 

・２階の 400 ㎡に電動式移動棚を設置 

⑤車両・荷役機器 

・トラック５台（普通２トン箱車） 

・フォークリフト４台（バッテリー式３台、ディーゼル１台） 

・連絡用乗用車１台 

⑥組織・人員構成 

１）総計：25 名 

２）内訳 

・事務員（正社員）：５名（所長１名、課長１名、事務員３名） 

・フォークリフトオペレータ（正社員）：５名 

・ドライバー（正社員）：５名 

・荷捌き要員（正社員）：５名 

・荷捌き要員（パート）：５名 

 

Ⅲ．情報システム 

１．ＷＭＳ 

 クライアント・サーバー方式。各営業所で入力したデータを本社のサーバーで処理。処

理済データは、当日分を業務終了時に磁気テープにダウンロードして、羽生営業所の耐火

金庫に保管する。 

 

２．経理・人事システムその他 

 本社のサーバーで処理 
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１．本計画書の目的 
 本計画書は、当社の経営に重大な影響を及ぼしうる地震等の災害発生時において、重要

業務を中断させないよう、万一、事業活動が中断した場合でも目標復旧時間内に重要業務

を再開させられるよう、各活動に関する基本的事項について定めるものである。 
 
【用語の定義】 

本計画、または事業継続活動に係る文書で用いる用語について以下の通り定義する。 

 
２．想定するリスク 
 本社・南砂営業所、羽生営業所において想定するリスクは次の通りである。 

 

① 地震（付属資料１） 

・本社・南砂営業所 震度６強 

・羽生営業所    震度５強 

 

（解説） 

 ｢東京湾北部地震｣に関する内閣府の被害想定によれば、当社各事業所立地エリアの震度は付属

資料１の通りである。この想定により、本社・南砂営業所の被害は甚大となる可能性が高いのに

対し、羽生営業所の被害が比較的軽微となることが予想される。 

 

②津波（付属資料２） 
・本社・南砂営業所 江戸川における津波の遡上に注意 

・羽生営業所    想定なし 

 

（解説） 

本社・南砂営業所、羽生営業所いずれも自治体資料では津波被害は発生しないエリアとされて

いる。ただし、本社・南砂事業所については江戸川における津波の遡上の可能性も考えられるた

め、想定する災害リスクに津波を含めるものとする。 

用 語 定義内容 

事業継続計画 

災害や事故等に備え、事業を継続させるために必要な事項を盛り込んだ計画のこと。ＢＣＰ

(Business Continuity Plan)ともいう。 

－被害を最小化する予防対策 

－重要業務継続のための、あるいは重要業務中断時の迅速な復旧のための手順、体制など

事業継続管理 
事業継続計画を策定し、実際に機能させるために継続的に検証し維持管理していく管理プロ

セスのこと。ＢＣＭ(Business Continuity Management)ともいう。 

目標復旧時間 
予め設定した目標復旧レベルにまで重要業務を復旧する目標時間のこと。ＲＴＯ（Recovery

Time Objective）ともいう。 

事業資源 
事業を継続するのに必要な資源を指し、インフラ、リソースともいう。倉庫事業の場合は、施

設・設備、トラック・荷役機器、燃料、電力、要員等が事業資源となる。 
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③液状化（付属資料３） 
・本社・南砂営業所 液状化注意 

・羽生営業所    想定なし 

（解説） 

 当社事業所のうち、本社・南砂営業所は「液状化が発生しやすい地域」、羽生営業所は「液状

化の発生可能性が極めて低い地域」とされている。そのため、本社・南砂営業所のみ想定する災

害リスクに液状化を含める。 

 
④ライフライン被害（付属資料４） 

※本社・南砂営業所、羽生営業所共通   
・電力 ４日後にほぼ復旧 

・水道 30 日後に 80％復旧 

・ガス 30 日後に 50％復旧 

（解説） 

 東京都におけるライフライン被害とその復旧スケジュール想定は上記のとおりである（付属資

料４）。 

埼玉県については、同様の資料が確認されていないが、同県は東京都より震度等が小さいため、

東京都の復旧スケジュールを前提とすることに問題はないと思われる。 

 
⑤浸水（付属資料５） 

・本社・南砂営業所 想定なし 

・羽生営業所    豪雨等による利根川の氾濫に注意 

（解説） 

 東京都資料によれば、本社・南砂事業所があるエリアにおいて河川氾濫による浸水被害は想定

されていない。 

埼玉県資料では羽生営業所があるエリアが浸水した場合の水深が 2.0～5.0 メートル未満と想

定されているため、羽生営業所について、想定する災害リスクに浸水を含める。 
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３．基本方針 
当社は、事業継続への取り組みを行うにあたって、人命尊重を第一とし、以下の方針に

基づくものとする。 

① 従業員、来訪者などの生命の安全確保を第一に行動する 

② お客様の事業のダメージを最小化する 

③ 事業停止により生じる当社事業へのダメージを最小化する 

④ 被災支援物資の物流拠点として社会的責任を果たす 

⑤ 事業継続への取り組みを通じて企業価値を向上する 

 
４．中核事業と復旧目標 

 経営上重要な中核事業の目標復旧時間について、以下のように定める。 
 

 
【業務の復旧優先順位】 
重要業務復旧に当たって、優先順位を以下のとおりとする。 

優保 
 
 

中核事業 目標復旧時間・目標復旧レベル 

優先度：Ａ 

食料品・飲料事業〔南砂営業所〕 

メイン顧客：Ａ輸入商社・Ｂ食品 

（売上高 第１位） 

建物全壊 復旧見込み不明 

建物一部損壊の場合 １週間以内に 100%復旧 

優先度：Ｂ 

一般雑貨事業〔羽生営業所〕 

メイン顧客：Ｃ商店・Ｄ商店 

（売上高 第２位） 

建物全壊 復旧見込み不明 

建物一部損壊の場合 ２週間以内に 100%復旧 

優先度：Ｃ 

トランクルーム事業〔羽生営業所〕 

メイン顧客：Ｅ銀行・Ｆ銀行 

（売上高 第３位） 

建物全壊 復旧見込み不明 

建物一部損壊の場合 ３週間以内に 100%復旧 
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５．平時の事業継続活動 
5.1 事前対策計画 

5.1.1 緊急時体制（災害対策本部）の確立 

 災害リスクが発動基準（14 ページ）のレベルに達した時は、速やかに下記に示す災害対

策本部を立ち上げる。 
 

 災害対策本部組織図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
災害対策本部各部門の責任者 

 災害対策本部の各部門の責任者を以下のとおり定める。部門長として第１優先順位に指

定された役職の者が不在の場合は優先順位２、３の順で任に当たる。なお、それらの者が不

在又は連絡が取れない場合、各部門のいずれかの者がこの任に当たる。 
 

※各員の連絡先については、別紙１「従業員情報」を参照 
 

従業員の役割 

 上記以外の従業員は、それぞれの所属する部門において、責任者の指揮、命令のもと与

部門 第 1優先順位 第２優先順位 第３優先順位 

災害対策本部長 〇〇社長 〇〇常務 〇〇総務部長 

災害対策事務局 〇〇総務部長 〇〇課長 〇〇部員 

従業員支援チーム 〇〇総務部長 〇〇課長 〇〇部員 

ＩＴ復旧チーム 〇〇情報システム部長 〇〇課長 〇〇総務部長 

現場対応チーム 
〇〇営業所長（南砂）

〇〇営業所長（羽生）

〇〇所長代理（南砂）

〇〇課長（羽生） 

〇〇課長（南砂） 

〇〇事務員（羽生） 

顧客対応チーム 〇〇営業部長 〇〇課長 〇〇部員 

財務チーム 〇〇経理部長 〇〇課長 〇〇部員 

広報チーム 〇〇総務部長 〇〇課長 〇〇部員 

調達チーム 〇〇経理部長 〇〇課長 〇〇部員 

本部長・副本部長 

災害対策事務局 

広報チーム 

財務チーム 

従業員支援チーム

顧客対応チーム 

ＩＴ復旧チーム 

現場対応チーム 

調達チーム 

 情報収集、調整事項などを担当 

社外への情報発信や問い合せ窓口など渉外事項を担当 

資金調達などの財務対策を担当 

荷主との個別調整などお客様対応を担当 

情報システムの継続・復旧対策を担当 

倉庫業務の継続・復旧対策を担当 

事業資源の調達・確保を担当 

安否確認、支援物資の調達など従業員への支援を担当 
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えられた役割について行動する。 
 
5.1.2 連絡先等の情報 

緊急時の連絡先等、災害時に必要となる基本的な情報は、別紙情報リストを参照する。

情報の種類毎のリスト作成及びメンテナンス担当者は以下のとおりとする。 
 

※「協力事業者」とは、固定傭車提供事業者を指す。 
 
5.1.3 事前対策計画の整備 

（解説） 

 事前対策計画は、基本計画と事業資源の確保計画に分けられる。基本計画とは防災物資の備蓄

や避難場所の指定など、緊急時の事業継続を図る上で基本となる対策についての計画である。た

だし緊急時の事業継続のためには、事業資源（施設・燃料等の事業を維持するのに必要な資源）

の確保が不可欠であるため、そのための計画を事前対策計画の核として別に定める。 

 
（１）基本計画 

 緊急時の事業継続を図る上で基本となる対策について下表のとおり定める。 
その実施については担当部署が責任を持って遂行する。 
 

※実施状況：■実施済み □未実施 

情報の種類 情報リスト（別紙） メンテナンス

担当者 

従業員の自宅住所・連絡先・通勤手段等 別紙１：従業員情報 総務部 課長 
営業所・協力事業者の所在地・連絡窓口・連絡

先等 ※ 
別紙２：営業所・協力事

業者情報 
総務部 課長 

重要顧客の所在地・連絡窓口・連絡先等 別紙３：重要顧客情報 営業部 課長 
主要関係先（行政・ｲﾝﾌﾗ関係・周辺地域関係者

等）の所在地・連絡窓口・連絡先等 別紙４：主要関係先情報 総務部 課長 

実
施
状
況 

対策 

担当 

部署 必要資金 資金調達方法 予定年 

■ 
備蓄品（防災物資・防災用資機材）の
準備 

総務部 済み   

■ 避難場所の指定 総務部 済み   

■ 倉庫内保管棚等の転倒防止 営業所 済み   

■ 倉庫内貨物の荷崩れ防止 営業所 済み   

□ 災害発生時の資金繰り計画 経理部  
・自己資金 
・自治体融資制度 

20xx 年 

□ 
被災貨物の取扱い等に関する顧客と
の協議・検討 

営業部   20xx 年 
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 基本計画に示す各対策の詳細は以下のとおりである。 
①備蓄品の準備 （総務部担当） 

１）防災物資の備蓄 

 下記の品目について備蓄を行う。なお、備蓄数量は従業員数によって変動するため総務

部担当者は、人数の増減に応じ付属資料６に示された備蓄数量算出基準に基づき、備蓄数

量を調整する。 
また飲料水・食品等の消費期限がある備蓄品について、同担当者はその更新を怠らない

ようにする。 
 

区分 品目 保管場所 備蓄数量 消費期限 

南砂 190 リットル ○年○月○日 
水 ペットボトル入り飲料水 

羽生 90 リットル ○年○月○日 

南砂 350 食 ○年○月○日 
非調理食品 アルファ化米 

羽生 150 食 ○年○月○日 

南砂 160 食 ○年○月○日 
簡易調理食品 カップ麺 

羽生 80 食 ○年○月○日 

南砂 500 枚   
紙皿 

羽生 250 枚   

南砂 500 個   
紙コップ 

羽生 250 個   

南砂 500 本   

食器類 

割箸 
羽生 250 本   

南砂 1 個   
簡易トイレ 

羽生 1 個   

南砂 800 セット ○年○月○日 
汚物収納袋と薬剤 

羽生 400 セット ○年○月○日 

南砂 6 ロール   

トイレ関係 

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ 
羽生 3 ロール   

南砂 53 枚   
毛布 

羽生 25 枚   

南砂 53 枚   
寝具 

敷物 
羽生 25 枚   

南砂 6 台   
ストーブ 

羽生 3 台   

南砂 160 個   
暖房 

カイロ 
羽生 80 個   

南砂 6 個   
鍋 

羽生 3 個   

南砂 6 個   
ライター 

羽生 3 個   

南砂 6 個   

炊事用具 

カセットコンロ 
羽生 3 個   

南砂 2 セット   
医薬品 

消毒薬、包帯、ガーゼ、絆創

膏、三角巾、カット綿、胃腸

薬等一式 
羽生 1 セット   

注）主な品目における備蓄数量の算出基準は付属資料６に示した。 
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２）防災用資機材の備蓄 （総務部担当） 

 下記の品目について備蓄を行う。 
備蓄数量は従業員数によって変動するため、総務部担当者は必要数量に関する従業員ニ

ーズ等も考慮しつつ、人数の増減に応じ備蓄数量を調整する。 
配布された器具、用具類は、各保管場所において担当者を定め、整備・メンテナンスを

怠らないようにする。 
 

区分 品目 保管場所 備蓄数量 

南砂 10 個 
照明器具 懐中電灯／予備電池も用意 

羽生 5 個 

南砂 2 個 
携帯ラジオ 

羽生 1 個 

南砂 1 個 
携帯電話 

羽生 1 個 

南砂 1 個 

情報収集用具 

モバイルパソコン（＊） 
羽生 1 個 

南砂 10 個 
スコップ 

羽生 5 個 

南砂 2 個 
のこぎり 

羽生 1 個 

南砂 5 個 
ハンマー 

羽生 2 個 

南砂 2 個 
はしご 

羽生 1 個 

南砂 10 個 

作業用具 

ロープ 
羽生 5 個 

土のう 羽生 30 個 
その他 

ゴムボート 羽生 1 個 

（＊）本社のモバイルパソコンは南砂営業所と共有とする。 
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②避難場所の指定 （総務部担当） 

○地震の場合 

 施設の損壊が激しく、屋内にとどまるのが危険と判断された場合や火災・ガス漏れ等が

発生した場合の避難場所を以下のとおりとする。 

 

 

 

 

○浸水・津波の場合 

社内にいる場合 避難場所は各施設の最上階とする。 
社外の場合 自己判断により、できる限り高所に避難する。 
 

③倉庫内保管棚等の転倒防止（営業所担当） 

・本社・南砂営業所 地盤が軟弱なため下記の防護策を施す 

       保管棚の複列配置 
・羽生営業所    保管棚はアンカーボルトで固定しているので対応不要 

 
④倉庫内貨物の荷崩れ防止策（営業所担当） 

保管貨物の特性に合わせ、必要であれば防護策を施す 

・パレット貨物の最上段への水平バンド掛けなど 

 

⑤災害発生時の資金繰り計画（経理部担当） 

 災害時に備えた資金繰り計画について、20××年までに策定する。資金確保のための手

段としては、自己資金及び自治体融資制度の両方を検討する。 
 
⑥被災貨物の取扱い等に関する顧客との協議・検討（営業部担当） 

 20××年までに全ての重要顧客と、緊急時における被災貨物の取扱等に関する協議・検

討を行う。 

事業所 名称 場所 

本社・南砂営業所 Ａ公園 東京都江東区○町○丁目○番地○号 

羽生営業所 Ｂ公園 埼玉県羽生市○町○丁目○番地○号 
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（２）事業資源の確保 

 緊急時における事業資源の確保を図るための対策について下表のとおり定める。 
各対策の実施については担当部署が責任を持ってこれに当たる。 

 

※実施状況：■実施済み □未実施 

資源の
種類 

実
施
状
況 

対策 
担当 

部署 

必要 
資金 

資金調達 
方法 

予定年 

要員 ■ 従業員情報の整理 総務部    

■ 本社の耐震診断 総務部 済み   

■ 倉庫建屋の耐震診断（羽生） 総務部 済み   

■ 倉庫建屋の耐震診断（南砂） 総務部 済み   

□ 倉庫建屋の耐震工事（南砂） 総務部 ××円 
・自己資金 
・自治体融資制度 

20xx 年 

■ 什器類の転倒防止 総務部 済み   

施設 
・ 
設備 

■ ガラス飛散シートの貼付け 総務部 済み   

作業用 
資器材 

■ 段ボールの調達先分散 営業所 済み   

車両 ■ 駐車場所の安全確保 営業所 済み   

荷役 
機器 

■ 駐車場所の安全確保 営業所 済み   

■ 小型発電機・投光機の導入 総務部 済み   
電力 

□ 
定温倉庫用及び電動式移動棚
用大型発電機の導入 

総務部 ××円 ・銀行融資 20xx 年 

■ 18 ㍑缶によるガソリンの備蓄 営業所 済み   
燃料 

■ ドラム缶による軽油の備蓄 営業所 済み   

■ 転倒防止 
情報 
ｼｽﾃﾑ部

済み   
IT ツ
ール 

■ バックアップ 
情報 
ｼｽﾃﾑ部

済み   

□ 衛星電話の導入 総務部 ××円 ・自己資金 
・自治体融資制度 20xx 年 連絡・ 

通信手段 
□ ＭＣＡ無線の導入 総務部 ××円 ・自己資金 20xx 年 

■ 
被害状況チェックリストの作

成 
総務部 済み   

共通 

■ 重要持ち出し文書の指定 総務部 済み   
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 事業資源の確保に係る各対策の詳細を以下のとおり定める。 

 
①要員 （総務部担当） 

 従業員情報（別紙１）を作成する。 
 
②施設・設備（総務部担当） 

耐震診断の結果、南砂営業所は耐震強化が必要と判断されたため、20××年までに工事

を終了する。 
 什器類の転倒防止、ガラスへの飛散防止シール貼付けは既に実施済みであるが、什器類

の入れ替え等があった場合には、転倒防止策を実施する。 
 
③作業用資器材（営業所担当） 

現在の梱包・発送用段ボールを宮城県、埼玉県、岡山県の工場から分散して調達する体

制を継続する。 
 
④車両 （営業所担当） 

 保冷車は駐車場の施設外壁から離れたスペースに、優先して駐車する。 
 
⑤荷役機器（営業所担当） 

 フォークリフトは倉庫内の保管棚から離れたスペースに駐車する。 
 
⑥電力（総務部担当） 

 自家用発電機（情報機器及び投光機用）を本社・南砂営業所・羽生営業所それぞれに１

台ずつ導入している。投光機は南砂営業所・羽生営業所それぞれに２台ずつを導入してい

る。 
また、定温倉庫の温度維持に必要な大型の自家用発電機１台を南砂営業所に 20××年に

導入する 
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⑦燃料（営業所担当） 

 南砂・羽生両営業所において、軽油をそれぞれ 800 ㍑（200 ㍑ドラム缶で４本）、ガソリ

ンをそれぞれ 54 ㍑（18 ㍑缶で３缶）備蓄する（関係法令に基づいて実施）。 

 
⑧ＩＴツール（情報システム部担当） 

 転倒防止策は既に実施済みであるが、機器の入替えが発生した際には、当該機器につい

て速やかに転倒防止策を実施する。 
在庫管理データについては当日分を業務終了後に磁気テープにバックアップし、耐火金

庫に保管する体制を継続する。なお、保管期間は１週間とする。 
 
⑨連絡（総務部担当） 

衛星電話・ＭＣＡ無線を 20××年に導入する。 
 
⑩共通（被害状況チェックリストの作成）（総務部担当） 

 災害発生後に事業資源の復旧手配を円滑に行うため、事業資源の種類毎に被害状況チェ

ックリストを作成する。（下表参照）なお、チェックリストの作成及びメンテナンスはそれ

ぞれの担当者が行う。 
事業資源毎のチェックリストとメンテナンス担当者は次のとおりである。なお、メンテ

ナンス担当者は発災後における被害状況等の確認も行うものとする。 
 

 

事業資源の種類 チェックリスト（別紙） 

メンテナンス・ 

被害状況等 

の確認の担当者 

施設・設備 
（備品） 

別紙５：被害状況チェックリスト 

（別紙６：被害状況チェックリスト）

総務部 課長 
営業所 課長 

作業用資器材 別紙７：被害状況チェックリスト 営業所 課長 
車両・荷役機器 別紙８：被害状況チェックリスト 営業所 課長 

エネルギー電力・燃料 別紙９：確保可能性チェックリスト 営業所 課長 
ＩＴツール 別紙 10：被害状況チェックリスト 情報システム部 課長

通信・連絡手段 別紙 11：利用可能性チェックリスト 総務部 課長 
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5.2 ＢＣＰ定着と事前対策の実施 

5.2.1 ＢＣＰに基づく教育・訓練の徹底 

総務部は、災害発生時における緊急時対応を教育によって社員に周知徹底させるため下

表に示す訓練を定期的に実施する。また、教育・訓練によって得られた知見等については、

ＢＣＰの改善に役立てることで、事業継続管理（ＢＣＭ）を実現していく。 

 定期的に実施する教育・訓練は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 事前対策の実行 

「事前対策計画」に基づき、各計画の担当部署は関連部門と連携の上、施策を実行する。

事務局は、定期的（原則年１回）に対策の実施状況を確認する。 

 

5.2.3 重要な顧客との連絡体制の確立 

 顧客対応チームは重要顧客との連絡体制を確実にするため、定期的に顧客の連絡先を照

会し、連絡先リスト（別紙３）を最新に維持する。 

 

5.2.4 重要な協力会社との協力体制の確立 

 調達チームは主要協力会社との協力体制を確実にするため、定期的に連絡先を照会し、

連絡先リスト（別紙２）を最新に維持すると共に、事業継続への協力を要請する。 

区分 項目 対象 実施単位 方法 時期 頻度 

教育 ＢＣＰ講習会 全社員 部門単位 座学 ２月 年１回 

安否確認訓練 全社員 全社一斉 演習 ２月 年１回 

防災訓練（地震・火災） 全社員 全社一斉 演習 ９月 年１回 

防災訓練（津波） 全社員 全社一斉 演習 ９月 年１回 

机上訓練（BCP） 
災害対策本部 

メンバー 
本部のみ 座学 １０月 年１回 

訓練 

ＩＴ復旧訓練 
情報システム部

営業部・経理部
部門単位 実地 ５月 年１回 
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5.3 点検と改善 

5.3.1 災害時体制の維持管理 

 総務部は、定期的（原則年１回）および人事異動時に、災害対策本部体制の見直しを行

う。 
 

5.3.2 文書の維持管理 

 事業継続計画に影響を及ぼす事象が発見された場合、文書を主管する部署が各文書の見

直しを実施する。 
 事業継続活動に影響を及ぼす事象としては、以下のものが想定される。 

①定期的見直し（原則年１回実施） 
②各種訓練の結果 
③人事異動、組織変更を行ったとき 
④荷主や取扱貨物が変わったとき 
⑤大規模な社内情報システムの変更があったとき 
⑥新規事業への参入や既存事業の見直しを行ったとき 

  
5.3.3 備蓄品の維持管理 

備蓄品が災害時に問題なく使用できる状態であるかを定期的（原則年１回）に点検する。 
  

5.3.4 事前対策の実施状況検証 

事務局は各担当部署が実施した事前対策については、その実施状況を定期的（原則年１

回）に確認し、必要があれば対策内容を見直す。 
  

5.3.5 経営者による見直し 

経営者は、訓練結果等の事業継続活動全般に関する実施報告を受けるとともに、必要で

あれば対応策について改善を指示する。 
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６．災害時の事業継続活動 

6.1．発動基準等 

 本ＢＣＰの発動基準（平時から緊急時に移行し、ＢＣＰに定められた手順に基づく活動

を開始する基準）を以下のとおり定める。災害規模により非常レベル、警戒レベルの２段

階に分け、災害発生直後の行動を規定する。 

 

 
 また、特に就業時間外における従業員の参集基準について、以下のように定める。 
 

 

レベル 
基 準 

（以下の条件が一つでも当てはまる場合） 

非常レベル 

・本社・南砂営業所、羽生営業所地域における震度６強以上の地震

・政府による地震に関する警戒宣言の発令 

・本社・南砂営業所、羽生営業所における浸水の発生 

警戒レベル 

・本社・南砂営業所、羽生営業所地域以外における震度６強以上 

の地震 

・本社・南砂営業所、羽生営業所地域における震度５程度の地震 

・本社・南砂営業所、羽生営業所地域における大型台風の接近 

・荒川（本社・南砂営業所）、利根川（羽生営業所）での氾濫警戒情

報の発表 

区 分 基 準 

部門責任者 

の対応 

・社外にいる場合、直ちに出社する。 

・出社までの間、電話等で従業員に指示を出す。 

・就業時間外に災害が発生した場合、従業員を招集する。 

従業員の対応 
・震度５以上で会社に安否報告 

・震度５強以上で出社 
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6.2 緊急対応行動（初動段階） 

初動段階は、災害発生から約２時間（就業時間外は約４時間）を想定する。災害発生を

きっかけとして、自身の安全確保、避難、けが人の応急手当、重傷者搬送など緊急対応行

動を実施する。緊急対応行動後、要員の安否確認を行い、復旧体制を決定する。 

 
6.2.1 非常レベルの災害時における行動 

（１）社員・家族・来訪者ほかの安全確保と安否確認 

非常レベルの事象の時、まずは下記の緊急対応行動に従い、人命尊重を主とした行動を

行う。 

 

 以上について、その要点を従業員携帯カード（別紙 12）に整理する。全ての社員及びパ

ートは、同カードを常に携帯する。 
 

手
順 

就業時間中（社内） 就業時間中（社外） 
就業時間外 

（休日・早朝・夜間など）

１ ○自身の安全確保 
○負傷者の救護 
○家族・自宅の状況を確認 
○火災発生時は 119 番への

連絡・初期消火・退避 

○自身の安全確保 
○家族・自宅の状況を確認
○火災発生時は 119 番へ

の連絡・初期消火・退避 

○自身・家族の安全確保 
○自宅の状況を確認 
○火災発生時は 119 番

への連絡・初期消火・
退避 

２ 自分自身・家族の安否、家屋
の状況を上司等に連絡 

← ← 

３ ○災害対策本部の指示があ
るまで 事務所内又は避難
場所で待機 

○災害情報の把握 
（ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、Web 等） 

○原則として帰宅 
・帰宅困難な場合は帰社

又は最寄りの避難所に
避難し、災害対策本部
の指示があるまで待機 

○災害情報の把握 
（ﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ、Web 等） 

○災害対策本部の指示
があるまで 自宅（滞在
先）で待機 
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（２）災害対策本部の立ち上げ 

① 非常レベルの災害時には災害対策本部長候補者（優先順位１、２、３）はお互いに連

絡を取り、本部長を決定する。本部長は、災害対策本部を設置し、各メンバーに本部

設置を伝える。本部設置場所は、以下の候補地から災害対策本部長が決定する。 

 

 

 

② 災害対策本部メンバーは、自分自身、自宅、家族が無事で、かつ自分自身が行動可能

な場合には、本部設置場所へ参集し、p.4 に定めた緊急時体制を立ち上げる。 

③ 災害対策事務局は、従業員の安否の状況を把握して、逐次、災害対策本部長に報告す

る。 

  

（３）従業員の参集 

① 災害対策本部長は要員の参集方針を災害対策本部メンバーに指示する。 
② 災害対策本部メンバーは、従業員に、職場への参集方針を伝え、復旧活動に向けた 

準備体制を整える。 
 

6.2.2 警戒レベルの災害時における行動 

① 警戒レベルの災害が発生した場合は、災害対策事務局は逐次情報を把握し、災害対策

本部長候補者（優先順位１、２、３）に報告する。 

② 災害対策本部長候補者はお互いに連絡を取り、災害対策本部設置の是非について決定

する。 

③ 災害対策本部設置を決定した場合は、直ちに本部長を決定する。 

④ 本部長は、災害対策本部を設置し、各メンバーに本部設置を伝える。本部設置場所は、

以下の候補地から災害対策本部長が決定する。 

 

 

 

⑤ 災害対策本部メンバーは、自分自身、自宅、家族が無事で、かつ自分自身が行動可能 

な場合には、本部設置場所へ参集し、p.4 に定めた緊急時体制を立ち上げる。 

⑥ 大型台風が発生した場合及び河川の氾濫警戒情報が発表された場合には、バックアッ

プデータ及び重要ＩＴ機器を倉庫２階に退避させる。 

優先順位 本部設置場所（候補地） 

１ 本社 XX 会議室 

２ 南砂営業所事務所 XX 会議室 

３ 羽生営業所事務所 XX 会議室 

優先順位 本部設置場所（候補地） 

１ 本社 XX 会議室 

２ 南砂営業所事務所 XX 会議室 

３ 羽生営業所事務所 XX 会議室 
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6.3 復旧体制と役割分担（復旧段階） 

復旧体制における基本的な機能および対応すべき組織について以下の通り定める。 

なお、震災時には本社及び南砂営業所に比べ、羽生営業所の被害が軽微であることが予

想される。そのため、本社・営業所間の役割分担としては、羽生営業所が本社及び南砂営

業所を支援する体制を基本とする。

機 能 主に担当する部門 補助的に担当する部門

損害状況､復旧活動等の記録 

災害対策事務局 

従業員支援チーム

現場対応チーム 

顧客対応チーム 

 

関連会社への情報発信 

復旧優先順位の見直し、代替手段の発動 
災害対策事務局  

人的資源の調達､配置の決定 

社用備品等の緊急調達 

訴訟対応 

従業員人事支援策(勤務､補償等)の決定 

 

従業員向け情報発信 

従業員支援チーム 

現場対応チーム 

顧客対応チーム 

二次災害防止､防犯対策 

被災者の医療サポート 

被災者の帰宅支援(帰宅経路等) 

帰宅困難者への支援(食料配給など) 

現場対応チーム  

顧客別（保管貨物）の損害状況調査と報告

協力会社(調達先､出荷先)の損害状況調査 
現場対応チーム 

顧客用仕入れ品の緊急調達 

顧客対応チーム 

調達チーム 

緊急用資金調達 

支払いの継続 

損害保険請求 

 

保険用損害調査 

財務チーム 

現場対応チーム 

ラジオ、テレビからの災害情報収集 
広報チーム 

災害対策事務局 
 

社内外からの問合せの対応 広報チーム 顧客対応チーム 
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6.4 復旧体制による復旧活動 

復旧段階に移行したなら、予め決められた復旧体制に従って、復旧活動を開始する。復

旧活動の状況報告に関する報告時間基準等は次の通りである。 
 

6.4.1 報告の時間基準等 

（１）報告の時間基準 

・発災後８時間以内（就業時間外 12 時間以内）：初期段階の状況報告（緊急対応行動後） 
・発災後 48 時間以内：中核事業の復旧方針の決定 
 －最低４時間毎には災害対策本部で方針の見直しや必要な対策の決定・指示を行う。 
・復旧現場からは、最低８時間毎に災害対策本部へ状況を報告する。 
 
（２）中核事業の復旧方針の決定 

経営者は災害対策本部に集約された情報に基き、p.3 に示した中核事業から優先的に復旧

方針を決定する。以後、最低でも 24 時間毎に方針の見直しを行い、必要な対策を指示する。 
 
（３）状況の報告 

各復旧活動の従事者は、災害対策本部の部門責任者に活動状況を報告する。災害対策本

部の部門責任者は、逐次、収集した情報を災害対策本部長に報告する（最低 24 時間毎に報

告する）。 
 
（４）地方運輸局への事故届出書の提出 

倉庫が損傷した場合、発生後二週間以内に、損傷の概要を記入した事故届出書（則 第 24

条第 4項）を関東運輸局長に提出する。 
報告先 
関東運輸局  〒231-8433 横浜市中区北仲町５－５７ 横浜第２合同庁舎 
（交通環境部 物流課）    TEL.045-211-7210 
東京運輸支局 〒140-0011 東京都品川区東大井１－１２－１７ 

TEL.03-3458-9232 

埼玉運輸支局 〒331-0077 さいたま市西区大字中釘２１５４－２ 

TEL.048-624-1835 

 

6.4.2 事業資源の確保 

復旧に向け事業資源の被害状況・確保状況等を確認する。 
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（１）要員 

要員確保のため次表の対応を行う。 
 

 

（２）施設・設備 

施設・設備を使用可能とするため次表の対応を行う。 
 

 

対応 担当部門 留意事項等 

要員数の確認 
従業員支援 
チーム 

・安否情報および通勤手段の確保状況を考

慮して決定 

勤務ﾛｰﾃｰｼｮﾝの策定 
従業員支援 
チーム ・従業員の通勤手段情報は別紙１を参照 

乗合い通勤の実施 
従業員支援 
チーム ・従業員の自宅住所は別紙１を参照 

マイクロバス 

のチャーター 

従業員支援 
チーム 

・通勤用バスの運行業務を委託している○

○社と調整 

他営業所等からの 

応援体制の構築 

従業員支援 
チーム 

・他地域運転者は被災地地理に不案内であ

るため、事前レクチャーを実施 
・宿泊、食事についても配慮 

対応 担当部門 留意事項等 

専門業者への 

検査依頼 

調達チーム 

現場対応チーム 
・業者への連絡先等は別紙４を参照 

施設・設備の 

修繕・確保の手配 

調達チーム 

現場対応チーム 

・発災時には需要が急増するため、早期に業

者を確保 
・業者の連絡先等は別紙４を参照 

損壊貨物の整理 

現場対応チーム

が中心となり 

各チームが 

作業支援 

＜作業前準備＞ 

・マスク、ヘルメット、安全靴、手袋等の着

用 

・危険品（爆発物・人体に害のある物資等）

の有無の確認（必要に応じて専門事業者へ

対応を依頼） 

・油・ガス漏れの有無の確認（必要に応じて

専門事業者へ対応を依頼） 

・アルコール飲料の破損等の場合における十

分な換気（引火による爆発や吸引の防止）

・余震等に備えた避難通路の確保・確認 

・貨物の選別・廃棄時における顧客への立会

い要請 

 

＜作業中の注意点＞ 

・余震への注意と余震発生時における速やか

な倉庫からの退避 

・重機類による作業時のスパークによる引火

に注意 
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（３）作業用資器材 

作業用資器材を確保するため次表の対応を行う。なお、他営業所からの調達については

主に本社・南砂営業所が羽生営業所から調達する形になると予想される。 

 

 
（４）車両・荷役機器 

車両・荷役機器を確保するため次表の対応を行う。なお、他営業所からの調達について

は、主に本社・南砂営業所が羽生営業所から調達する形になると予想される。 

 

 

対応 担当部門 留意事項等 

他営業所・ 

協力事業者 

からの調達 

調達チーム 

・取寄せ期間によっては業者からの調達を優先

・他営業所・協力事業者の連絡先等は別紙２を

参照 

業者からの調達 調達チーム 

・発災時には需要が急増するため、早期に業者

を確保 

・業者の連絡先等は別紙４を参照 

備蓄していた 

作業用資器材の利用 

現場対応 

チーム 
 

対応 担当部門 留意事項等 

自社による 

簡易修理の実施 

現場対応 

チーム 
・仕様書は重要持出し文書に指定 

他営業所・ 

協力事業者 

からの調達 

調達チーム 

・取寄せ期間によっては修理依頼、業者からの

調達を優先 

・他営業所・協力事業者の連絡先等は別紙２を

参照 

業者に修理を依頼 調達チーム 

・発災時には需要が急増するため、早期に業者

を確保 

・業者の連絡先等は別紙４参照 

業者からの調達 

（リース・購入等） 
調達チーム 

・発災時には需要が急増するため、早期に業者

を確保 

・業者の連絡先等は別紙４を参照 
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（５）電力 

電力を確保するため次表の対応を行う。なお、他営業所からの調達については、主に本

社・南砂営業所が羽生営業所から調達する形になると予想される。また、事前対策計画に

示したように 20xx 年には定温倉庫および電動式移動棚の稼働に対応できる大型発電機を導

入するため、その時点で電力確保に関する対策は更新するものとする。 

 

 

（６）燃料 

燃料を確保するため次表の対応を行う。なお、他営業所からの調達については、主に本

社・南砂営業所が羽生営業所から調達する形になると予想される。 

 

 

対応 担当部門 留意事項等 

保有している発電

機・投光器の活用 

現場対応 

チーム 
・発電機の利用においては燃料の確保に留意 

他営業所・ 

協力事業者 

からの発電機の調達 

調達チーム 

・取寄せ期間によっては修理依頼、業者からの

調達を優先 

・他営業所・協力事業者の連絡窓口等は別紙２

を参照 

業者からの 

発電機の調達 
調達チーム 

・発災時には需要が急増するため、早期に業者

を確保 

・業者の連絡窓口は別紙４を参照 

対応 担当部門 留意事項等 

他営業所・ 

協力事業者 

からの調達 

調達チーム 
・他営業所・協力事業者の連絡窓口等は別紙２を

参照 

遠隔地での調達 
現場対応 

チーム 

周辺ＳＳでの調達 

（夜間給油等） 

現場対応 

チーム 
・周辺ＳＳの立地等については別紙 13 を参照 

備蓄していた 

燃料の活用 

現場対応 

チーム 
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（７）ＩＴツール 

ＩＴツールを確保するため次表の対応を行う。なお、他営業所からの調達については、

主に本社・南砂営業所が羽生営業所から調達する形になると予想される。 

 

 

（８）通信・連絡手段 

通信・連絡手段を確保するため次表の対応を行う。 

 

 

対応 担当部門 留意事項等 

自社による 

簡易修理の実施 

ＩＴ復旧 

チーム 
・仕様書等は重要持出し文書に指定 

他営業所・ 

協力事業者 

からの貸与 

ＩＴ復旧 

チーム 

・取寄せ期間によっては修理依頼、業者からの調

達を優先 

・他営業所・協力事業者の連絡先等は別紙２を参

照 

業者に 

修理を依頼 

※仕様書は重要持出

し文書に指定 

ＩＴ復旧 

チーム 

・発災時には需要が急増するため、早期に業者を

確保 

・業者の連絡先等は別紙４を参照 

業者からの調達 

（リース・購入等） 

ＩＴ復旧 

チーム 

・発災時には需要が急増するため、早期に業者を

確保 

・業者の連絡先等は別紙４を参照 

対応 担当部門 留意事項等 

メール（文書ﾃﾞｰﾀ通

信）の活用 

・Ｅメール 

・ＳＭＳ 

（ｼｮｰﾄﾒｯｾｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ） 

全部門  

災害時でも利用可能

性が高い音声通信の

活用 

・公衆電話 

・ＰＨＳ 

・ＭＣＡ無線 

・衛星電話 

全部門  

損壊した通信機器の

簡易修理 
IT 復旧チーム ・業者の連絡先は別紙４を参照 

徒歩・自転車・車・

オートバイの活用 
全部門 
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6.4.3 顧客対応 

顧客との対応は以下のとおりとする。 

（１）被害状況等の報告 

受託貨物の被害状況の早期確認・報告を実施し、処置についての指示を求める。 

 

（２）サービス提供状況等の報告 

 事業用資源である保管施設、配送車両等の被災状況の早期報告を実施すると共に、

顧客の被災状況の確認もあわせて行い、サービス提供時期や水準について、理解・協

力を求める。なお、協力を求める具体的な施策は、下記のとおりとする。 

但し、重要顧客については、極力、サービス水準の低下をきたさないよう配慮し、

やむを得ず低下となる場合も、早期復旧に努めるものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4.4 支援物資関連業務の受託 

国、地方自治体から支援物資の保管・輸送を要請された場合は、社会的貢献活動として

極力受託に努める。 

  

6.4.5 雇用維持対策 

厚生労働省の雇用調整助成金の活用による休業、教育訓練、出向の実施など、あらゆる

支援措置を駆使して雇用維持に努める。 

 

6.4.6 財務対策  

（１）資金調達先の確保   

中小企業庁、日本政策金融公庫等の公的な低利融資制度等や銀行等の特別融資も含め、

複数の調達先を確保する。 

 

事業資源 サービス水準の変更方法 

作業用資器材 

・梱包の簡素化 

・作業リードタイムの延長 

・受託業務量削減 

車両・荷役機器 

・作業リードタイムの延長 

・受託業務量削減 

・時間指定配送の停止 

電力 ・夜間作業の中断・短縮 

燃料 

・作業リードタイムの延長 

・受託業務量削減 

・時間指定配送の停止 
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（２）支出の抑制 

・ 関係先に対し、手形決済の繰り延べ、融資返済金、買掛金の支払い延期を要請する。 

・ 国や地方自治体に対し、関係団体を通じて税金の減免、施設使用料の減額等の措置を要

請する。 

・ パレット等のレンタル品の損害賠償額の減免を業者に要請する。 

 
７．復旧宣言 
災害対策本部長は、重要業務が復旧し、災害時体制をこれ以上維持継続する必要がなく

なったと判断した時点で全社に対して復旧宣言を行い、災害対策本部を解散する。 



25 
 

 
８．ＢＣＰ検討委員会 メンバー 
 

委員長  社長        〇〇 〇〇 
副委員長 常務        〇〇 〇〇 
委 員  総務部長      〇〇 〇〇 
 営業部長      〇〇 〇〇 
 経理部長      〇〇 〇〇 
 情報システム部長  〇〇 〇〇 
 営業所長（南砂）  〇〇 〇〇 
 営業所長（羽生）  〇〇 〇〇 
 
事務局  総務課長      〇〇 〇〇 



 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

別 紙 
 

コンテンツ        

別紙１ 従業員情報                    1 

別紙２ 営業所・協力事業者情報              5 

別紙３ 重要顧客情報                   6 

別紙４ 主要関係先情報                  7 

別紙５ 施設・設備の被害状況チェックリスト        9 

別紙６ 備品の被害状況チェックリスト           10 

別紙７ 作業用資器材の被害状況チェックリスト       13 

別紙８ 車両・荷役機器の被害状況チェックリスト      14 

別紙９ エネルギー(電力・燃料)の確保可能性チェックリスト 16 

別紙 10 ＩＴツールの被害状況チェックリスト        17 

別紙 11 通信・連絡手段の利用可能性チェックリスト     18 

別紙 12 従業員携帯カード                 19 

別紙 13 周辺ＳＳ情報                   20 

 



 
 

 
 



1 

〔別紙１：従業員情報〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
業

所
名

〔
本

社
〕

区
分

所
属

部
署

氏
名

役
職

住
所

通
勤

手
段

最
寄

駅
固

定
電

話
F
A

X
携

帯
電

話
メ

ー
ル

備
考

役
員

○
○

○
○

社
長

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
○

○
○

○
常

務
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

社
員

総
務

部
○

○
○

○
部

長
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

課
長

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

デ
ィ

ー
ゼ

ル
車

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

自
転

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
情

報
ｼ
ｽ

ﾃ
ﾑ

部
○

○
○

○
部

長
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

課
長

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

徒
歩

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
営

業
部

○
○

○
○

部
長

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

課
長

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

徒
歩

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

自
転

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
経

理
部

○
○

○
○

部
長

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

課
長

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

デ
ィ

ー
ゼ

ル
車

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

自
転

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

（
記

載
上

の
注

意
事

項
）

マ
イ

カ
ー

通
勤

に
つ

い
て

は
、

使
用

燃
料

を
確

認
し

ま
す

。
（
活

用
方

法
）

①
従

業
員

の
安

否
確

認
②

交
通

遮
断

時
の

出
勤

可
能

者
の

抽
出

③
マ

イ
カ

ー
乗

り
合

わ
せ

の
際

の
組

み
合

わ
せ

④
こ

の
情

報
の

把
握

・活
用

は
、

防
災

対
策

本
部

が
行

う
も

の
と

し
、

個
人

情
報

保
護

の
観

点
か

ら
上

記
の

目
的

以
外

に
使

用
し

ま
せ

ん
。



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
業

所
名

〔
南

砂
営

業
所

〕

区
分

所
属

部
署

氏
名

役
職

住
所

通
勤

手
段

最
寄

駅
固

定
電

話
F
A

X
携

帯
電

話
メ

ー
ル

備
考

社
員

営
業

部
○

○
○

○
所

長
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

所
長

代
理

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

課
長

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

係
長

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

デ
ィ

ー
ゼ

ル
車

〃
〃

○
○

○
○

係
長

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

自
転

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

徒
歩

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
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○
○

○
@

○
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.c
o
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〃
〃

○
○

○
○

ド
ラ
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バ

ー
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
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○
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○
○
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○
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○
○
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○
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○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○
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o
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〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○
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○
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○
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○
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○

○
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○
○
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○
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〃
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○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○
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〃
〃

○
○

○
○
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○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○
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〃
〃

○
○

○
○
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○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○
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転

車
○

○
線

○
○

駅
○
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○
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○

○
○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○
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○
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県
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市
○
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○

-
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-
○
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○
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○
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○
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○
-
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-
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
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○
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-
○

○
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○
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○
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○
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○
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市
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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（
記

載
上

の
注

意
事

項
）

マ
イ

カ
ー

通
勤

に
つ

い
て

は
、

使
用

燃
料

を
確

認
し

ま
す

。
（
活

用
方

法
）

①
従

業
員

の
安

否
確

認
②

交
通

遮
断

時
の

出
勤

可
能

者
の

抽
出

③
マ

イ
カ

ー
乗

り
合

わ
せ

の
際

の
組

み
合

わ
せ

④
こ

の
情

報
の

把
握

・
活

用
は

、
防

災
対

策
本

部
が

行
う

も
の

と
し

、
個

人
情

報
保

護
の

観
点

か
ら

上
記

の
目

的
以

外
に

使
用

し
ま

せ
ん

。
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-
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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-
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○
○
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○
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○

〃
○

県
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車
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線
○

○
駅

○
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-
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○

-
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○

-
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○
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○
○

-
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-
○
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○
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○
○
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〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

自
転

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

自
転

車
○

○
線

○
○

駅
○
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○
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○
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○
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○
@

○
○
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〃
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○
○

○
○
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県
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市
○
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-
○

-
○

自
転

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
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〃
〃

○
○
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○

〃
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県
○

市
○
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○
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-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
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○
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○

-
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○
-
○

○
○

○
○

○
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県
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転
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○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
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○
○
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○

○
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○
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〃
〃

○
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○
○

〃
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県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
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○
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-
○
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○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
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〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
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-
○

-
○

自
転

車
○

○
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○
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駅
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○
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-
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○
○

-
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○
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-
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○
○

-
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○
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-
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○
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〃
〃

○
○

○
○

〃
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県
○

市
○

町
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-
○

-
○

自
転

車
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○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
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○
○

-
○
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○
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○
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○
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○
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（
記

載
上

の
注

意
事

項
）

マ
イ

カ
ー

通
勤

に
つ

い
て

は
、

使
用

燃
料

を
確

認
し

ま
す

。
（
活

用
方

法
）

①
従

業
員

の
安

否
確

認
②

交
通

遮
断

時
の

出
勤

可
能

者
の

抽
出

③
マ

イ
カ

ー
乗

り
合

わ
せ

の
際

の
組

み
合

わ
せ

④
こ

の
情

報
の

把
握

・活
用

は
、

防
災

対
策

本
部

が
行

う
も

の
と

し
、

個
人

情
報

保
護

の
観

点
か

ら
上

記
の

目
的

以
外

に
使

用
し

ま
せ

ん
。
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市

○
町

○
-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

デ
ィ

ー
ゼ

ル
車

〃
〃

○
○

○
○

○
県

○
市

○
町

○
-
○

-
○

電
車

○
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線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

ド
ラ

イ
バ

ー
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
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〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

自
転

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

ﾌ
ｫ
ｰ

ｸ
ﾘ
ﾌ
ﾄ

ｵ
ﾍ

ﾟﾚ
ｰ

ﾀ
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

自
転

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

徒
歩

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
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〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
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〃
〃

○
○

○
○

荷
捌

き
要

員
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

デ
ィ

ー
ゼ

ル
車

〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○

○
○

○
-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.c
o
.jp

〃
〃

○
○

○
○

〃
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

自
転

車
○

○
線

○
○

駅
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○

○
○

○
○

○
-
○
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○
-
○

○
○

○
○
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○
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○
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○
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県
○
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○
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○

-
○

-
○

自
転

車
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○

荷
捌

き
要

員
○

県
○

市
○

町
○

-
○

-
○

電
車

○
○

線
○

○
駅

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
○

-
○

○
○

-○
○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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○
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載
上

の
注

意
事

項
）

マ
イ

カ
ー

通
勤

に
つ

い
て

は
、

使
用

燃
料

を
確

認
し

ま
す

。
（
活

用
方

法
）

①
従

業
員

の
安

否
確

認
②

交
通

遮
断

時
の

出
勤

可
能

者
の

抽
出

③
マ

イ
カ

ー
乗

り
合

わ
せ

の
際

の
組

み
合

わ
せ

④
こ

の
情

報
の

把
握

・
活

用
は

、
防

災
対

策
本

部
が

行
う

も
の

と
し

、
個

人
情

報
保

護
の

観
点

か
ら

上
記

の
目

的
以

外
に

使
用

し
ま

せ
ん

。
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〔別紙２：営業所・協力事業者情報〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区
分

名
称

災
害

時
の

対
応

所
在

地
通

常
電

話
メ

ー
ル

災
害

時
連

絡
手

段
と

連
絡

先
担

当
者

備
考

本
社

事
業

資
源

の
提

供
等

東
京

都
江

東
区

○
町

○
-
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

営
業

所
南

砂
事

業
資

源
の

提
供

等
東

京
都

江
東

区
○

町
○

-
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

〃
羽

生
事

業
資

源
の

提
供

等
埼

玉
県

羽
生

市
○

町
○

-
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

協
力

会
社

㈱
○

○
車

両
の

提
供

等
東

京
都

江
東

区
○

町
○

-
○

-
○

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○
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〔別紙３：重要顧客情報〕 

事業所名〔南砂営業所〕

顧客名 取扱い品名 所在地 通常電話 メール
災害時連絡

手段と連絡先
担当 備考

Ａ輸入商社 輸入食品 東京都○区○町○-○-○ ○○○-○○○-○○○○ ○○@○○.○○.jp 左記メール ○○○○

Ｂ食品 飲料 東京都○区○町○-○-○ ○○○-○○○-○○○○ ○○@○○.○○.jp 左記メール ○○○○

事業所名〔羽生営業所〕

顧客名 取扱い品名 所在地 通常電話 メール
災害時連絡

手段と連絡先
担当 備考

Ｃ商店 日用雑貨 埼玉県○市○町○-○-○ ○○○-○○○-○○○○ ○○@○○.○○.jp 左記メール ○○○○

Ｄ商店 日用雑貨 埼玉県○市○町○-○-○ ○○○-○○○-○○○○ ○○@○○.○○.jp 左記メール ○○○○

Ｅ銀行 磁気ﾃｰﾌﾟ 東京都○区○町○-○-○ ○○○-○○○-○○○○ ○○@○○.○○.jp 左記メール ○○○○

Ｆ銀行 磁気ﾃｰﾌﾟ 東京都○区○町○-○-○ ○○○-○○○-○○○○ ○○@○○.○○.jp 左記メール ○○○○

 



7 

〔別紙４：主要関係先情報〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
業

所
名

〔
南

砂
営

業
所

〕

区
分

関
係

先
連

絡
・
確

認
内

容
部

署
名

通
常

電
話

メ
ー

ル
災

害
時

連
絡

手
段

と
連

絡
先

担
当

備
考

官
公

庁
他

○
○

消
防

署
火

災
等

の
発

生
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
警

察
署

事
故

の
発

生
、

緊
急

通
行

証
関

係
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
運

輸
局

（
支

局
）

被
災

状
況

等
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
東

京
都

被
災

状
況

・支
援

要
請

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
江

東
区

被
災

状
況

・支
援

要
請

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
病

院
傷

病
連

絡
急

患
窓

口
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

業
界

団
体

東
京

ト
ラ

ッ
ク

協
会

被
災

状
況

、
応

援
要

請
業

務
部

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

〃
東

京
倉

庫
協

会
被

災
状

況
、

応
援

要
請

事
務

局
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

電
話

Ｎ
Ｔ

Ｔ
○

○
被

災
状

況
、

復
旧

見
込

み
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

電
気

○
○

電
力

被
災

状
況

、
復

旧
見

込
み

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

ガ
ス

○
○

ガ
ス

被
災

状
況

、
復

旧
見

込
み

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

水
道

東
京

都
水

道
局

被
災

状
況

、
復

旧
見

込
み

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

修
繕

・
供

給
業

者
○

○
建

設
施

設
・
設

備
の

修
繕

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

〃
○

○
オ

フ
ィ

ス
機

器
什

器
の

修
繕

・
供

給
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

〃
○

○
自

動
車

車
両

の
修

繕
・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

荷
役

機
器

の
修

繕
・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
機

械
自

家
発

電
機

の
修

繕
・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
ＩＴ

ベ
ン

ダ
ー

S
社

ＩＴ
ツ

ー
ル

の
修

繕
・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
ＩＴ

ベ
ン

ダ
ー

Ｚ
社

ＩＴ
ツ

ー
ル

の
修

繕
・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
通

信
通

信
・
連

絡
機

器
の

修
繕

・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

（
記

載
上

の
注

意
事

項
）

①
官

公
庁

の
担

当
は

、
分

か
る

範
囲

で
記

載
し

ま
す

。
②

人
事

異
動

、
組

織
変

更
、

業
者

変
更

等
に

よ
る

窓
口

等
の

変
更

メ
ン

テ
ナ

ン
ス

を
行

い
ま

す
。

（
活

用
方

法
）

①
社

内
の

各
担

当
者

が
、

相
手

先
に

連
絡

・確
認

を
行

な
う

の
に

使
用

し
ま

す
。

②
緊

急
時

に
は

、
緊

急
電

話
を

使
用

す
る

か
、

訪
問

に
よ

り
各

種
の

連
絡

・
確

認
を

行
い

ま
す

。
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事
業

所
名

〔
羽

生
営

業
所

〕

区
分

関
係

先
連

絡
・
確

認
内

容
部

署
名

通
常

電
話

メ
ー

ル
災

害
時

連
絡

手
段

と
連

絡
先

担
当

官
公

庁
他

○
○

消
防

署
火

災
等

の
発

生
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
警

察
署

事
故

の
発

生
、

緊
急

通
行

証
関

係
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
運

輸
局

（
支

局
）

被
災

状
況

等
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
埼

玉
県

被
災

状
況

・
支

援
要

請
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
羽

生
市

被
災

状
況

・
支

援
要

請
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
病

院
傷

病
連

絡
急

患
窓

口
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

業
界

団
体

埼
玉

県
ト

ラ
ッ

ク
協

会
被

災
状

況
、

応
援

要
請

業
務

部
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

〃
埼

玉
県

倉
庫

協
会

被
災

状
況

、
応

援
要

請
事

務
局

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

電
話

Ｎ
Ｔ

Ｔ
○

○
被

災
状

況
、

復
旧

見
込

み
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

電
気

○
○

電
力

被
災

状
況

、
復

旧
見

込
み

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

ガ
ス

○
○

ガ
ス

被
災

状
況

、
復

旧
見

込
み

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

水
道

埼
玉

県
水

道
局

被
災

状
況

、
復

旧
見

込
み

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

修
繕

・
供

給
業

者
○

○
建

設
施

設
・
設

備
の

修
繕

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

〃
○

○
オ

フ
ィ

ス
機

器
什

器
の

修
繕

・
供

給
○

○
課

○
○

○
-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
左

記
メ

ー
ル

○
○

○
○

〃
○

○
自

動
車

車
両

の
修

繕
・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
フ

ォ
ー

ク
リ

フ
ト

荷
役

機
器

の
修

繕
・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
機

械
自

家
発

電
機

の
修

繕
・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
ＩＴ

ベ
ン

ダ
ー

S
社

ＩＴ
ツ

ー
ル

の
修

繕
・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
ＩＴ

ベ
ン

ダ
ー

Ｚ
社

ＩＴ
ツ

ー
ル

の
修

繕
・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○

〃
○

○
通

信
通

信
・
連

絡
機

器
の

修
繕

・
リ

ー
ス

○
○

課
○

○
○

-
○

○
○

-
○

○
○

○
○

○
@

○
○

.○
○

.jp
通

常
電

話
○

○
○

○
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〔別紙５：施設・設備の被害状況チェックリスト〕 

  

施設・設備名称  
実施年月日  
実施者  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総合評価 
１．全壊   ２．半壊     ３．大規模修理   

４．簡易修理 ５．継続使用可能 

 

分　類 確認ポイント
ﾁｪｯｸ
欄

・一見して建物が傾斜したり沈下していないか

・屋根の棟や軒先が波打っていないか

・倉庫建物周辺の地盤面に亀裂や段差が生じたり、陥没がないか。

・床に積上げられた荷物に異常な傾きがないか

・建物の骨組みや筋かいなどに、異常変形やはずれがないか

・出入口扉、シャッターおよび窓の建て付けや開閉が不良となっていないか

・壁面に亀裂がないか（特に窓、出入り口の四隅）

・壁面が貨物の横圧で湾曲していないか

・壁面の仕上げ材に、はく離、はく落がないか

・壁面のコンクリートに脱落、鉄筋の露出がないか

・パネル接合目地のズレ、隙間などがないか

・庫内壁面や基部付近の床面に、シミなどの雨漏りのあとがないか

・フォークリフト荷役などによる床の振動が大きくないか。

・床の仕上げ材に浮き上がり、はく離、鉄筋の露出、発錆がないか。

・床に亀裂や波打ちが生じていたり、陥没（１階床）していないか

・床に落下物の衝撃などによる損傷がないか。

・シャッターに一見して分かる損傷（シャッター外れ、シャッター全体の損傷等）はないか。

・シャッターやドアの開閉が円滑にできるか。

・シャッターの押しボタン、スイッチのふたの破損はないか。

・シャッターやドアを閉めたとき異常な隙間やがたつきがないか。

・施錠が円滑にできるか。

・水は流れるか

・水を用意すれば汚物を流すことは可能か

・動作は可能か

・扉の開閉はスムーズか

・扉にすきまはないか

・窓ガラスに一見して分かる損傷（割れ、ヒビ等）はないか。

・開閉が円滑にできるか

・閉めたとき窓枠との間に異常な隙間がないか

・施錠が円滑にできるか

・盗難防止用の鉄格子などに異常がないか

⑧雨樋 ・たて樋、軒樋などにズレ、脱落、破損がないか。

ﾁｪｯｸ欄の記入方法：○　問題無し　×　問題あり
実際の確認においては、特に①基礎、②壁、③床、④出入り口の順で行います。

⑤トイレ

⑥エレベータ

⑦窓

①基礎

③床

④出入り口

②壁
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〔別紙６：備品の被害状況チェックリスト〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業所名〔本社〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

品目 設置場所 保有数量 破損数量

コピー ３Ｆ 1

〃 ４Ｆ 1

ＦＡＸ ３Ｆ 1

〃 ４Ｆ 1

ＴＶ ３Ｆ 1

ラジオ ３Ｆ 1

〃 ４Ｆ 1
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事業所名〔南砂営業所〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

品目 設置場所 保有数量 破損数量

コピー 事務所 1

ＦＡＸ 事務所 1

ＴＶ 事務所 1

ラジオ 事務所 1

テーブル 構内 1



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名〔羽生営業所〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

品目 設置場所 保有数量 破損数量

コピー 事務所 1

ＦＡＸ 事務所 1

ＴＶ 事務所 1

ラジオ 事務所 1

〃 構内 1
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〔別紙７：作業用資器材の被害状況チェックリスト〕 

事業所名〔南砂営業所〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

品目（単位） 保管場所 保有数量 破損数量

平パレット（枚）※ 倉庫 1,500

梱包用ダンボールＬ（箱）※ 倉庫 400

梱包用ダンボールＭ（箱）※ 倉庫 600

手押し台車（台） 倉庫 10

ハンドリフター（台） 倉庫 5

ロールボックス（台） 倉庫 150

※印が付いている品目の保有数量は日々変動するため概算

事業所名〔羽生営業所〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

品目（単位） 保管場所 保有数量 破損数量

平パレット（枚）※ 倉庫 1,000

梱包用ダンボールＬ（箱）※ 倉庫 150

梱包用ダンボールＭ（箱）※ 倉庫 350

手押し台車（台） 倉庫 5

ハンドリフター（台） 倉庫 3

ロールボックス（台） 倉庫 60

※印が付いている品目の保有数量は日々変動するため概算  
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〔別紙８：車両・荷役機器の被害状況チェックリスト〕 

  

事業所名〔南砂営業所〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

種類 区分 車種他 車両番号 燃料・動力
業務での

利用可能性
注）

備考

トラック 社有 保冷２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 普通２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 普通２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 普通２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 普通４トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 固定傭車 保冷２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 保冷２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 保冷２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 普通２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 普通２トン箱車 ○○○○ 軽油

フォークリフト 社有 ３トン ○○○○ 軽油

〃 〃 １．５トン ○○○○ 軽油

〃 〃 １トン ○○○○ 電力

〃 〃 １トン ○○○○ 電力

〃 〃 １トン ○○○○ 電力

〃 〃 １トン ○○○○ 電力

〃 〃 １トン ○○○○ 電力

連絡車 社有 軽乗用車 ○○○○ ガソリン

注）○：利用可能　△：若干の修理で利用可能　×：利用不可  
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事業所名〔羽生営業所〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

種類 区分 車種他 車両番号 燃料・動力
業務での

利用可能性
注）

備考

トラック 社有 普通２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 普通２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 普通２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 普通２トン箱車 ○○○○ 軽油

〃 〃 普通２トン箱車 ○○○○ 軽油

フォークリフト 社有 １トン ○○○○ 軽油

〃 〃 １トン ○○○○ 電力

〃 〃 １トン ○○○○ 電力

〃 〃 １トン ○○○○ 電力

連絡車 社有 普通乗用車 ○○○○ ガソリン

注）○：利用可能　△：若干の修理で利用可能　×：利用不可
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〔別紙９：エネルギー(電力・燃料)の確保可能性チェックリスト〕 

事業所名〔南砂〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

備蓄形態
（平時に記入）

発災時の備蓄量
（㍑）

※ドラム缶・18リットル缶
は平時より記入

入手困難度

震災による備蓄施設
損壊の有無

※電気については停電の有無
と復旧見通しを記載

軽油 ドラム缶 800

ガソリン 18リットル缶 54

灯油

事業所名〔羽生〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

備蓄形態
（平時に記入）

発災時の備蓄量
（㍑）

※ドラム缶・18リットル缶
は平時より記入

入手困難度

震災による備蓄施設
損壊の有無

※電気については停電の有無
と復旧見通しを記載

軽油 ドラム缶 800

ガソリン 18リットル缶 54

灯油

その他②（　　　　　　　　）

その他③（　　　　　　　　）

種類

電力

燃料

その他①（　　　　　　　　）

その他②（　　　　　　　　）

その他③（　　　　　　　　）

種類

電力

燃料

その他①（　　　　　　　　）
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〔別紙 10：ＩＴツールの被害状況チェックリスト〕 

事業所名〔本社〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

種類 型番等 リース番号
業務での

利用可能性
（注）

備考

パソコン ○○○○ ○○○○

サーバー ○○○○ ○○○○

周辺機器 ○○○○ ○○○○

ソフト 統合ソフト○○

事業所名〔南砂営業所〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

種類 型番等 リース番号
業務での

利用可能性
（注）

備考

パソコン ○○○○ ○○○○

サーバー ○○○○ ○○○○

周辺機器 ○○○○ ○○○○

ソフト 統合ソフト○○

事業所名〔羽生営業所〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

種類 型番等 リース番号
業務での

利用可能性
（注）

備考

パソコン ○○○○ ○○○○

サーバー ○○○○ ○○○○

周辺機器 ○○○○ ○○○○

ソフト 統合ソフト○○

注）○：利用可能　△：若干の修理で利用可能　×：利用不可

注）○：利用可能　△：若干の修理で利用可能　×：利用不可

注）○：利用可能　△：若干の修理で利用可能　×：利用不可
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〔別紙 11：通信・連絡手段の利用可能性チェックリスト〕 

事業所名〔本社〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

連絡・通信手段の種類
保有
数量

損壊
数量

備考

固定電話 10

携帯電話（社有） 3

事業所名〔南砂〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

連絡・通信手段の種類
保有
数量

損壊
数量

備考

固定電話 8

携帯電話（社有） 2

事業所名〔羽生〕

メンテナンス責任者：○○　　　更新日：○○年○月○日

連絡・通信手段の種類
保有
数量

損壊
数量

備考

固定電話 6

携帯電話（社有） 2
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〔別紙 12：従業員携帯カード〕 

 

・必要事項を記入のうえ、全ての従業員に携帯させます。

　　　　　　〔表面〕

自宅電話番号
自宅ＦＡＸ

このカードを拾得された方は下記までご連絡ください。 携帯電話

自宅メール
会社名 携帯メール
所在地 会社（非常用）
電話 会社（上司）
ＦＡＸ

メール

①自身・家族の安全確保 氏　　　　名
②火の元の始末 血　液　型

地震 ③作業場では、所定の場所へ避難 持病・アレルギー
④家族・自宅の状況を確認 掛かりつけ医
⑤上司への連絡 就業時の避難場所
⑥災害情報の把握 自宅近くの避難所
⑦災対本部の指示があるまで待機
①大声で周囲に知らせ、１１９番

火災 ②初期消火
③煙に注意、口に濡れタオル、姿勢低く

※就業時間外 震度５以上：会社へ安否報告
震度５強：会社へ参集

※２つ折りにして使用ください。

（記載上の注意事項）
①緊急時の行動については、会社からの指示内容（行動基準）を記載します。
②避難所についても必ず記載しておきます。
③職種によって、必要な連絡先を取捨選択して記入します。（例：営業なら「顧客」）

（活用方法）
①緊急時における避難行動の徹底
②安否や被災状況の報告の徹底
③出勤体制の確認（本人から会社へ）
④被災時の本人確認（医療対応面等）

緊急時の行動 本人情報

従業員携帯カード

　　　　　　　　　　　　　　〔裏面〕

連絡先
（電話番号、携帯電話、携帯メール）

　従業員　携行カード
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〔別紙 13：周辺ＳＳ情報〕 
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〔付属資料１：震度に関する被害想定〕 

①本社・南砂営業所に関する想定 

 
注）東京湾北部地震（Ｍ7.3）の場合 

出典）「東京都被害想定」東京都 平成 23 年 

 

②羽生営業所に関する想定 

 

注）東京湾北部地震（Ｍ7.3）の場合 

出典）「埼玉県被害想定」埼玉県 平成 19 年 

 

羽生営業所 

本社・南砂営業所 



 
 

〔付属資料２：津波に関する被害想定〕 

①本社・南砂営業所に関する想定 

 

注）元禄大地震クラスの震災が発生すると仮定してシミュレーションを行った。 

出典）「東京都被害想定」東京都 平成 23 年 

 

②羽生営業所に関する想定 

 埼玉県における現在の被害想定では、津波による被害は県内で発生しないものとしてい

る。 

本社・南砂営業所



 
 

〔付属資料３：液状化に関する被害想定〕 

①本社・南砂営業所に関する想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）東京都土木技術支援・人材育成センターＨＰ 

本社・南砂営業所 



 
 

②羽生営業所に関する想定 

 

注）東京湾北部地震（Ｍ7.3）の場合 

出典）「埼玉県被害想定」埼玉県 平成 19 年 

 

羽生営業所 



 
 

〔付属資料４：東京都におけるライフライン復旧期間に関する想定〕 

 

 

ライフライン 発災時直後 発災3H 6H後 12H後 1日後 2日後 3日後 4日後 7日後 10日後 20日後 30日後
電気 停電 初期復旧 8割復旧 ほぼ復旧

ガス 供給停止 一部復旧 5割復旧
水道 断水 一部復旧 8割復旧
加入電話 90％不通 通話制限 制限終了予定 8割復旧
携帯電話 輻輳 通話制限・輻輳 制限終了予定

公衆電話 不通の可能性あり

（携帯）メール 遅配 遅配 利用可能

道路 通行止め 車両通行止め 麻痺 渋滞
電車 不通

 仮設始まる（優先電話）

 

注）東京湾北部地震（Ｍ7.3）の場合 

出典）「東京都被害想定」東京都 平成 23 年 

 

 

 



 
 

〔付属資料５：浸水に関する被害想定〕 

①本社・南砂営業所に関する想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「東京都地域防災計画 風水害編」東京都 平成 19 年 

 

②羽生営業所に関する想定 

 

出典）羽生市ＨＰ「羽生市洪水ハザードマップ 利根川浸水想定区域図」 

羽生営業所 

本社・南砂営業所 



 
 

〔付属資料６：備蓄数量算出基準〕 

 

 

区分 物資の例 備蓄量の目安 

飲料水 ペットボトル入り飲料水等 従業員数×1.2 ㍑×必要日数を備蓄 

調理不要 

食品 

アルファ化米、クラッカー等 

※アルファ化米は乾燥した米

飯であり、水・お湯を加えて

利用する 

※乾パンは硬いため高齢者に

適さないとされている 

簡易調理 

食品 

即席麺・レトルト食品等 

※調理用の水・カセットコンロ

の備蓄も必要となる 

従業員数×３食×必要日数を備蓄 

※調理不要食品・簡易調理食品の組み

合わせ方は各事業所で判断する 

食器 紙皿、紙コップ、割箸 従業員数×３個×必要日数を備蓄 

トイレ 
簡易トイレ・携帯トイレ等 

※汚物収納袋、薬剤も備蓄 

従業員数 60 人当り１個を備蓄 

簡易トイレで使用する汚物収納袋と 

薬剤のセットは、 

従業員数×５ｾｯﾄ×必要日数を備蓄 

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ  
従業員数×0.11 ﾛｰﾙ×必要日数 

を備蓄 

寝具 毛布・敷物 毛布と敷物はそれぞれ従業員数分 

暖房 ストーブ・使い捨てカイロ等 

ストーブは事業所規模・従業員数を考

慮して備蓄 

カイロは従業員数×必要日数を備蓄 

炊事用具 
鍋・カセットコンロ・点火用具

（ライター等）等 
事業所規模･従業員数を考慮して備蓄

医薬品 

消毒薬、包帯、ガーゼ、絆創膏、

三角巾、カット綿、胃腸薬、や

けど薬、ピンセット等 

従業員数を考慮し、医薬品販売事業者

等と相談して決定 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発行日 平成２５年４月 第１版 
一般社団法人 日本倉庫協会 
〒135-8443 東京都江東区永代 1 丁目 13 番 3 号 
電 話 (03)  3643-1221 
ＦＡＸ (03)  3643-1252 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (koi_ao)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 400
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




